
無線インターネット契約約款 新旧対照表 

旧 新 備考 

第１０条（初期契約解除制度） 

加入者は、前条第４項の通知の受領日から起算して８日を経

過するまでの期間、法第２６条の３に基づき、文書により本契約

の解除（以下「初期契約解除」といいます。）を行うことができま

す。 

第１０条（初期契約解除制度） 

加入者は、前条第４項の通知の受領日または電子交付した旨

の通知が到達した日から起算して８日を経過するまでの期間、

法第２６条の３に基づき、文書により本契約の解除（以下「初期

契約解除」といいます。）を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

付 則 

本約款は、２０２６年３月１日より施行します。 

付 則 

本約款は、２０２６年７月１日より施行します。 

 

別表 

無線インターネット接続サービス料金表 

※表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込

みです。 

（表１）無線インターネット接続サービスの種類 

サービス種類 月額利用料 備考 

ＫＣＮ Air 3，190 円 メールアドレス１

つ付与 

ホームページ容

量５０ＭＢ付与 
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（表２）オプションサービスの種別 

オプションサービス種別 月額利用料 備考 

（略）   

   

追加メールアドレス 110 円 １メールアドレス

まで 

   

追加ホームページ容量 550 円 10MB につき 

（略）   
 

（表２）オプションサービスの種別 

オプションサービス種別 月額利用料 備考 

（略）   

基本メールアドレス 無料 １メールアドレス

まで 

追加メールアドレス 110 円 １メールアドレス

まで 

基本ホームページ容量 無料 50GB まで 

追加ホームページ容量 550 円 10MB につき 

（略）   
 

 

（表３）各種手数料等 

項目 金額 備考 

申込事務手数料 3，300 円  

（略）   
 

(表３）各種手数料等 

項目 金額 備考 

インターネット申込事務

手数料 

3，300 円  

（略）   
 

 

 


